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　 2015 年度研究計画を再構築する

壽福 眞美 （サステイナビリティ研究所副所長／法政大学社会学部教授）

　2014 年 8月15日、副所長の舩橋晴俊先生が急逝されました。
サス研は、文字通り存亡の危機にさらされました。というのも、
当初の研究プロジェクト「エネルギー戦略シフトにより地域再
生―原子力依存度の漸減と地域自然エネルギーの振興」を具
体化した 5 つのアプローチのそれぞれが舩橋先生の強力なリ
ーダーシップの下で遂行されてきていたからです。2014 年度前
期の主な成果を列挙します。①『原子力総合年表』および『A 
World Environmental Chronology』の公刊（7 月）、環境デジ
タル・アーカイブスの構築、②世界社会学会議・プレコンファ
レンス「サステイナビリティと環境社会学」の主宰（7 月）、脱
原発・再生可能エネルギーに関するドイツ調査の主導（2 月）、
③「再生可能エネルギー事業化支援研究会」の推進等です。
　組織体制と研究体制の再構築が不可欠でした。それがなけ
れば、当初の研究計画を達成することがきわめて難しくなるこ
とが明白だったからです（財政基盤の確立も含みます）。私たち
は、最終的に 2015 年 1 月 22 日に 2015 年度の研究計画と予算
を決定しました。

（1） 組織体制を次のように変更する。副所長は、壽福眞美（社
会学部教授、環境倫理）、「私立大学戦略的研究基盤形
成支援事業研究」代表者は、堀川三郎（社会学部教授、
環境社会学）とする。

（2） 研究能力を高めるために、再生可能エネルギーおよび地
域社会両分野において研究実績のある任期付専任研究員
1 名を新規に採用する。

（3） 当初の研究目的を十全に達成できるよう、2 つの研究会
を新設する。

① 「原発事故被災地再生研究会」
 （代表者　社会学部教授・長谷部俊治、行政法）

・ 福島第一原発事故被災地が直面している事態の問題
構造 * を解明したうえで、その問題構造と実施され
ている政策との整合性を検証し、問題構造に即した
政策のあり方を具体的に提案する。

　* 原発被災地再生における構造
的な問題として、補 償と生活
再建のリンクが欠如しているこ
と、地域再生施策が災害復旧
の手法によって進められている
こと、地域再生の過程において地域のイニシアティブが
確保されていないこと、自然生態系の再生が等閑視され
ていることなどがある。

 これによって、実効性のある被災地の再生に寄与す
るだけでなく、地域政策づくりの視点から、「エネル
ギー戦略シフトによる地域再生」のための課題を明
らかにする。

・ 2015 年度の研究計画：研究会の開催、被災地支援
活動との連携（理論的、政策的な情報の提供と必要
な協力）

② 「再生可能エネルギー導入による地域社会の構造的再
生研究会」（代表者　新専任研究員）

・ 全国各地の典型的実例を選択し、その実証的調査・
研究を通じて、熱エネルギーを含む総合的な再生可
能エネルギー政策の実現に必要な諸条件を解明す
ること、再生可能エネルギー導入を軸として地域社
会の構造的再生、とくに経済的自立の道筋を解明す
ること、住民を主体とした（とくに協同組合方式など）
による地域社会の変革のあり方を解明することを目
的とする。

・ 2015 年度の研究計画：5 典型例の現地調査・分析
と外部専門家を招いた 6 回の公開研究会を行う。

（4）2015 年度 研 究計画と作 業 課 題は、別掲の 通りとする 
（本紙 8 頁参照）。

　私たちは、舩橋先生の遺志を継ぎ、法政大学の理念、すな
わち、「持続可能な地球社会の構築」に資する研究・教育を担
う研究所として、全力を尽くします。引き続き皆様のご理解と
ご助言、ご協力をお願いいたします。
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　 プレコンファレンス「サステイナビリティと環境社会学」の成果と
　 2 冊の年表 堀川 三郎 （サステイナビリティ研究所兼担研究員／法政大学社会学部教授）

　法政大学サステイナブル研究所は、昨 2014 年 7 月 12 日［土］
〜 13 日［日］、ISA 横浜大会に連携するプレコンファレンス「サス
テイナビリティと環境社会学」を開催した（於「パシフィコ横浜」）。
環境社会学会、ISA-RC24（国際社会学会第 24 部会「環境と社会」）、
それに本研究所の3 団体共催によるこの国際コンファレンスのキー
ワードは、「福島原発事故後の日本社会」と「環境データベースと
しての年表」であり、それぞれが、テーマ部会の中心軸を構成し
ていた。以下では、250 名以上の参加者を得て成功裡に終わった
このコンファレンスの様子と成果について報告したい。

　 第 1 テーマ部会「福島原子力事故と社会改革の諸課題」

　プレコンファレンス第１日目は、福島原発事故をめぐるテーマ部
会と第 24 部会（RC24）の自由報告部会が開かれた。
　日独米からの多彩な報告者を迎えたテーマ部会では、福島原発
事故によってもたらされた被害の実態と、日本社会の外から見た
福島事故後の対応の 2 点が大きな論点となったように思われる。
先ず登壇したのは、日本の研究者達、すなわち長谷川公一、菅
井益郎、佐藤彰彦、舩橋晴俊の四氏である（敬称略）。長年、原
子力問題にも取り組んできた彼らの周到な報告によって、福島事
故の現場が報告され、外国からの参加者のみならず国内の聴衆に
とっても聞き応えのあるものとなった。次にマイクを握ったのは外
国からの報告者達である。アメリカの環境社会学者・ジェフリー・
ブロードベントが米国原子力産業の動向を分析する試論を提起す
れば、ドイツ連邦議会の現職議員で長年環境問題を担当してきた
ジルビア・コッティング＝ウール、それにドイツの研究者ヴォルフ・
シュルフターが続き、脱原発へと舵を切ったドイツから見えてくる
日本の姿を分析してみせてくれた。さらにアメリカのマイケル・ド
レイリングらは「なぜ、福島原発事故があったにも関わらず、その
後、環境運動は活性化しなかったのか」という刺激的な問いを提
起した。
　このように、先ず日本からの現状報告と分析が提示され、それ
を共時的・世界的に位置づけうるように諸外国の研究者の視点を
重ね合わせていくという構成になっていた。Q & A セッション時で
特に印象に残るのは、日本の原発賛成派と反対派の論争過程が
一切視えてこないことが奇異に感じられるとのコッティング＝ウー
ルの指摘だ。「あれだけの事故があったのに、なぜ再稼働するの
か」という問いと同様に、いかなる論争や力学によって政策決定
がなされているのかが見えないという指摘は、日本の政策決定過
程の問題を端的に指摘しているというべきであろう。また、ドレイ
リングらによる報告（福島事故を経験したにも関わらず、日本の環
境運動は活性化していないことを数量的調査によって明らかにし
たもの）では、調査対象の環境運動の選択が適切なものであった
が議論となった。調査設計や操作的定義といった部分から始まり、
最後には日本の環境運動セクターの特徴やアメリカのそれとの異
同が大きな論点となっていった。力のこもった報告に触発されて日
本社会の特質と今後についての話し合いが深められたことが、こ
の部会の大きな成果であったと思われる。

　 第 2 テーマ部会「環境問題の歴史と環境社会学」

　2 日目のテーマ部会は、「環境データベースとしての年表」をキー
ワードにしたセッションであった。大会 2 日前に刷り上がったば
かりの A General World Environmental Chronology（ すいれ ん
舎，2014 年；略称 GWEC ）という大部の環境年表を手にしなが
ら、年表という方法とそれが開示するものについて検討しようとす
るもので、寺田良一、舩橋晴俊、陳 阿江、Surichai Wun’Gaeao、
高 淑芬、Ana Delicado、Emina Ahmetović、Nabeel Abu-Shriha、
Rafa Art、Muhammad Khurshid、具 度完、それに筆者・堀川三郎
が登壇した。
　10 ヶ国から集まった多彩な登壇者の報告はすべて、GWEC とい
う年表の編纂過程から生れてきたものであり、報告内容の多様性
こそ、現実の環境問題の多様性の反映であった。ドイツやアメリ
カだけでなく、韓国や中国、タイや旧ユーゴ、ポルトガル、ブラジ
ルや台湾で何が起こり、そこにはいかなる同時代性が見出される
のか、そしてその環境問題に呼応して、いかなる理論や概念が産
み出されたのか、その国際比較を試みるということこそがこのテー
マ部会の狙いであった。つまり、欧米主導の環境社会学を、「知
のペリフェリー」から捉え返そうというセッションということだ。
　実際の報告から各国の環境問題の歴史を横断的に見ていくと、
いくつかの典型的なパターンを見い出すことができる。年表という
形式によってもたらされる一覧性が、公害規制の展開のパターンや、
独裁政治の進行と環境破壊の関連など、ある種のパターンの存在
に気づかせ、仮説の思いつきを促す。年表は「方法」としてすら
認知されていないが、年表という方法によって、私たちは環境社
会学やサステイナブル研究の同時代的断面図を垣間見ることがで
きたように思われる。

　 方法としての環境年表——GWEC の方法とその成果

　このプレコンファレンスのキーワードのひとつは「年表」であっ
た。ここではこの年表について、改めて振り返っておきたいと思う。
それはこのプレコンファレンスの意義をより深く理解することにも
なるからだ。
　年表とは単なる作業ではなく、ひとつの方法なのだということ
は、本研究所の発足以来の主張のひとつである。年表作成上の配
列規則といった水準だけではなく、環境社会学やサステイナブル
研究にとって重要な物の見方を提供する方法、視座という水準で
意義を有するのだ−−これが我々の主張である。そして、まさにそ
れだからこそ、環境年表を刊行してきた。簡単にその歩みを見て
おこう。
　旧・法政大学サステイナビリティ研究教育機構（「第１期サス研」）
時代から、我々は年表編纂作業を続けてきた。記念碑的労作で
ある飯島伸子『公害・労災・職業病年表』（公害対策技術同友会，
1977 年）に詳細な索引を付けて 2005 年に再刊したメンバーを中
心に、その続編となる『環境総合年表』（すいれん舎，2010 年）
を刊行した。環境研究の泰斗・宮本憲一も「これは日本独自の年
表学ともいえる傑作である」（宮本憲一『戦後日本公害史論』岩波

書店，p.21）と評価するように、「第１期サス研」の大きな成果である。
　しかし、日本語で刊行された『環境総合年表』は、「世界」に
読んでもらえない。言語的マイノリティの悲哀を越えて、いかにこ
の成果を世界に届けるか。「第 2 期サス研」の課題のひとつはこれ
であったといって間違いない。我々はただ単に日本語版を英訳する
だけでなく、新たな方法的革新を加えた GWEC の企画をスタート
させた。さらに、「3/11」を経て、福島原子力事故をいかに正確に
記録し、今後の政策決定に資する資料を生み出すことができるの
かも大きな課題となっていった。結果的には、GWEC と『原子力総
合年表』（すいれん舎，2014 年）の 2 冊を、このプレコンファレン
スに合わせて刊行することができた。つまり我々は GWEC の英文
875 ページ、『原子力』の和文 877 ページ、合わせて 1,752 ページ
もの成果を刊行したことになるのだが、それは、一体いかなる方
法であり、どんな成果や意味があったのだろうか。
　年表とは、時間軸に沿って構成された表である。時間軸によっ
て明解に配列され、一覧性がある。「時間」と「事項」という二
変数間の関係を記述したものが年表である。表であるから、ある
事例や問題の歴史的展開を容易に把握することが可能となり、そ
の全体像や時代ごとの特徴の把握が可能となる。一覧性があるか
らこそ、地域間や時代間の比較が可能となり、その過程で問題の
持つ新たな意義の気づきを促す。だから年表は、豊かな可能性を
もったデータベースの一形式であるといって差し支えない。
　しかし、年表はあまりにも当たり前なものととらえられ、研究に
不可欠な基礎的データベースでありながら、その価値や意義が十
分には理解されてこなかった。いや、事態はもっと深刻だ。日本
や東アジアのように年表を研究に不可欠なものととらえる文化圏で
は、当たり前過ぎて方法意識が欠如しており、一方で、年表は単
なる整理であるとして重要視しない文化圏では、方法論が存在し
ない。毀誉褒貶相半ばする年表は、方法としてはとらえられてこ
なかったのだ。ならば、成果としての年表を刊行するだけでなく、
方法論も確立していかねばならない。サス研の課題は実に大きな
ものとなってきたわけだが、西洋に年表がないのなら、私たちの
手で、英語の環境総合年表を刊行しよう−−−これがサス研第 2 期
の決意であった。文字通りの不眠不休の編集・翻訳・校正を（し
かもプレコンファレンスの準備と並行しながら）経て、2 冊の年表
が刊行され、プレコンファレンスに参加した世界の研究者に真っ
先に披露されたのだった。
　その GWEC の意義として、世界初の総合的な環境年表を刊行し
たということをあげることに異論はあるまい。たとえば水俣病が公
式発見されたまさにその時期に、世界はどのような公害問題を経
験していたのかを一望できるものが、英語で用意されたことの意
義はいくら強調してもしきれない。
　では、方法論という意味ではどうか。2 冊の年表には、方法の
革新があったと言っておきたい。飯島『公害・労災・職業病年表』
の抱えていた矛盾（詳細に把握できるような大部の年表をつくると、
年表の特質のひとつである一覧性が失われてしまう）を解消すべく、
私たちが編み出したのが「トピック別年表」と「重要事項統合年表」
である。個々の問題・事例を専門とする研究者に作成してもらった
トピック別年表が「詳しく知りたい」に対応し、一群のトピック別
年表から重要事項を抽出して作成された重要事項統合年表が「一
望したい」に応えるわけだ。『原子力』では、個別原発の詳細だ
けでなく、その原発の日本での（そして世界での）位置づけもたち

どころに理解できるようになっている。GWEC では、それに国別と
いう個別年表が加わって利便性を高めている。
　忘れてはならないのは、年表の「欄」だ。我々の 2 冊の年表は、
多様な読みを保障する多欄構成を採用した。編集の過程で、数少
ない西洋の年表を取り寄せて研究したが、それらはいずれも一欄
構成、つまり「ある年月日に○○があった」ということが、ただ
時系列に並んでいる形式であった。著者自身の歴史的解釈＝語り
が、「年表」という形式で語られているということで、あくまで歴
史学における表現形式の一ヴァリアントに過ぎない。だから読者
には、それを受け取るか、拒否するかのどちらかしか途がないこ
とになる。それに対してGWEC は、多欄構成を採用することによっ
て、読者に創造的な読みを提供する。たとえば、「環境運動」欄
にあるイベント A が、「行政」欄のイベント B を引き起こしたとい
う読み（A → B）もあれば、A が「企業活動」欄の C を惹起した
のだと解釈（A → C）する向きもあろう。データベースでありなが
ら一望性を有し、さらに読者の多様な読み（A → B も A → C）を
も許容する形式として、この多欄構成はあるのだ。一覧構成では、
A → B と A → C は共存できない。筆者が「重要な物の見方を提供
する方法、視座という水準で意義を有する」と書いた意味もここ
にある。
　このように私たちは飯島年表の方法論的伝統を受け継ぎつつ
も、それを 3 つの年表（『環境総合年表』、GWEC 、そして『原子力
総合年表』）で段階的に革新をしてきた。そして「年表」という手
法が見せてくれる構造や課題は、論文のそれとは違うことが見えて
きたように思われる。
　最後に、プレコンファレンスでの聴衆の反応にも触れておこう。
　GWEC という世界で初めての英文による包括的環境問題年表
は、欧米の研究者から大きな反響を呼び起こした。もっともそれ
はコンファレンス会場の外ででのことで、セッションの最中は奇妙
な「沈黙」が支配していた。それは無関心からくるものとは明らか
に異なっていた。なぜなら、献本された欧米の研究者たちは、セッ
ションの間中、GWEC を読みふけっていたからだし、セッション終
了後の廊下や懇親会の席上で、筆者は質問責めにあったからでも
ある。質問は、「日本ではそんなに年表が普及しているのか」「引
き受ける出版社はたくさんあるのか」、そして「150 人以上もの研
究者を組織化し、大部の英文年表を刊行するということが、なぜ、
可能だったのか」ということに集中していた。つまり、彼ら西洋か
らの研究者にとっては未知なる年表という知的伝統への驚き、そ
してある種の畏れをもった「沈黙」であったように思われる。「年表」
という独自の方法論は、このプレコンファレンスを通じて、ようや
く「世界」に届いたように思われる。
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　 『原子力総合年表　福島原発震災に至る道』刊行報告
竹原 裕子 （サステイナビリティ研究所客員研究員）

　2014 年 7 月、『原子力総
合年表　福島原発震災に
至る道』を上梓することが
できた。序論なども含め全
892 頁。3.11 か ら 3 年 余、
2011 年 6 月の呼びかけ（下
記）からちょうど 3 年を経
ての公刊である。
　『原子力総合年表』の出
版計画は 11 年 6 月、法政

大学サステイナビリティ研究教育機構（当時）メンバーと環境社会
学会有志の呼びかけで始まった。チェルノブイリと並ぶ最悪の事
故となった福島原発事故、「福島に至る道」を再び歩まないために
は福島原発震災を生み出した社会過程についての多面的な解析と
それに基づく公論の形成が求められる。そのための情報的基盤の
確立が緊急の課題で、それを『環境総合年表　日本と世界』の経
験を生かして年表の形で作ろうというものである。
　編集事務局は法政大学サステイナビリティ研究教育機構（当時）

（略称サス研）に設置され（13 年 7 月からサステイナビリティ研究
所に継承）、サス研メンバーの多くがその任に当たった。また、サ
ス研環境アーカイブス事業の一環として、原子力問題に関する資料
の収集とウェブサイトを利用したデータ共有化システムの構築を行
い、年表プロジェクト参加者のデータアップ・閲覧に役立てた。執
筆に携わった研究者は約 40 人、情報収集・データ入力に協力した
サス研 RA や法政大学社会学部学生・院生は 30 人を超えている。
　『原子力総合年表』は、原子力問題の多面的な解明という編集
方針の下、日本および世界各国の原子力問題について原子力開発
の黎明期から福島原発震災を経た後までの期間を対象に、73 の

テーマについての年表を作成、4 部構成としてまとめている。編
集会議では多くの重要テーマが候補として挙げられたが、時間的・
人的制約から最終的に 73 テーマとなった。
　なお、各年表の全ての記事項目には出典を付し、事実の確認・
追加的情報探索の助けとなることを期している。索引に関しても
検索の利便性に配慮して、事項・人名・地名の 3 種類を作成した。
また、第三部の国内原子力施設年表には、原発（稼働、計画中・
計画断念）の所在に関する日本地図、諸施設の立地点の特徴を明
示する 30km 圏内地図及び各原子炉の基本データ表を付した。第
四部の世界各国年表では、各国の原発・再処理政策に関する基本
情報表、原発の所在を明示する国・地域別地図及び世界地図を作
成した。
　個別年表の執筆に関しては、当該施設・テーマについて研究実
績を有する研究者や大学院生にお願いし、該当研究者の無い年
表に関しては色々な方の協力を頂いた。年表素案は各担当者が作
成し、編集委員会メンバーが点検のうえ疑問点や修正について提
案し、それを踏まえて担当者が改訂版を作成するという手順で進
めた。執筆者の本来業務の多忙が主原因とは思われるが、期限が
中々守られないケースもあり、印刷ぎりぎりまで校閲・加筆を行っ
たものの、欠落や誤記など記載不備が残されている可能性が考え
られる。そこで、執筆者に誤記訂正・追加情報の提供を求めており、
そのフォローアップと修正・改定情報の Web 公開（サス研ＨＰ）を
予定している。既に１件、地域で反原発活動をしている購読者から、
情報の誤りや表現についての指摘が編集委員会宛に寄せられてお
り、編集委員の方で確認作業を行っている。
　校閲、校正、索引作成と大詰めの作業に追われていた 14 年 1
月、取次店への予約注文第一号が British Library（大英図書館）、
第二号が Library of Congress（アメリカ連邦議会図書館）との情
報が出版社から伝えられた。長丁場の編集作業で疲れ気味になっ
ていた編集委員はモチベーションを上げ、その後もハーバード大・
イェール大と続く中で、それらの図書館に収めるにふさわしい年表
をと、再度気を引き締めて編集作業を行うこととなった。残念な
がら毎日出版文化賞は逃したが、本を車に積んで公共図書館や学
校図書館に営業するブックキャラバンへの積載や、全国の図書館
3000 館にパンフを届ける本にもセレクトされ、国内公共図書館へ
の納入も進んでいるようである。
　12 年の衆議院選挙後に発足の安倍政権は原発を重要なベース
ロード電源と位置づけ、福島原発事故原因も未だ解明されず、有
効な避難計画も作成されていない中で原発再稼働など原発回帰政
策を加速させている。しかし過半数の国民は原発に反対しており、
まさに公論形成の共通基盤となり得る『原子力総合年表』がロン
グセラーになるのではないか、という複雑な期待を抱かせる状況
となっている。編集委員代表の舩橋先生は「はしがき」の中で、
教訓の解明や政策提言に本年表をより良く生かす条件として、理
論的視点と方法の適切さの重要性を指摘されている。脱原発実現
に向けてこれから益々先生のお力が求められている時に、先生の
ご不在は残念でならない。

　 A General World Environmental Chronology 刊行のご報告
長島 怜央 （サステイナビリティ研究所 RA）

　2014 年 7 月 10 日、ついに GWEC Editorial Working Committee，
A General World Environmental Chronology（Tokyo: Suirensha）
が刊行されました。『環境総合年表――日本と世界』（すいれん舎、
2010 年 11 月）の内容が大幅に拡充されただけでなく、世界各地
で利用されることを企図して英文になっています。対象時期は基本
的に 19 世紀後半から 2010 年前後までとなり（2013 年頃までのも
のもあり）、対象国・地域も増えています。本年表（GWEC）に収
められているのは、個別年表 137と統合年表 1、そして論文 4 篇
です。編集作業委員会の代表・舩橋晴俊の序文によれば、本年表
の対象国・地域全体でカバーしているのは、世界人口の 94％にな
ります。現物は A4 判で 875 頁、厚さ約 4.5cm とかなりの大きさ
ですが、膨大な参考文献一覧の入った CD—ROM も付いています。
　GWEC は 2014 年 7 月 12、13 日に横浜で開催された国際シン
ポジウムにおいて、まさに出来立てほやほやの状態でお披露目さ
れました。同シンポは、第 18 回世界社会学会議（ⅩⅧ ISA World 
Congress of Sociology）の提携企画であり、世界各地の研究者
が参加されました。そのなかで GWEC や『原子力総合年表』につ
いても報告があり、議論されました。当日は販売されませんでし
たが、会場の受付近くに置かれた見本には多くの参加者が興味を
示し、大部の年表に驚きを見せていました。また、GWEC の各年
表担当者やさまざまな形で携わった方々も多く参加されており、完
成を互いに喜びあうことができました。
　さて、GWEC のことをより多くの方々に知っていただくため、以
下では、GWEC の概要をご紹介します。GWEC は 4 部構成となって
います。
　第Ⅰ部は、主要東アジア地域として、日本、韓国、中国、台湾
を対象とし、それぞれの論文、年表、研究史（環境問題に関する）
からなっています。第 1 部だけ論文と研究史を含んでおり、しかも
その国・地域の研究者が中心となって書かれたものであるという
ことが大きな特徴です。本プロジェクトが国際編集委員会を設け、
東アジアの研究者の協同によって進められたことが表れている部
分でもあります。
　第Ⅱ部は、統合年表であり、各国・地域（第Ⅰ部と第Ⅲ部）と各
トピック（第Ⅳ部）の年表から重要事項（全体のおよそ 1 割）が編
集作業委員によって抽出され、それらが整理される形で作成され
ました。しかも、1 つの頁が第 1 欄「環境問題、環境運動」、第 2
欄「環境政策、環境行政、立法、司法」、第 3 欄「経済政策、経
済活動、企業、経済官庁、その他（背景的事項）」の縦 3 欄に分
かれています。このようなまとめ方によって見えてくるものあるで
しょうし、さまざまな読み方ができるものとなっています。
　第Ⅲ部は、各国・地域別年表で、121 の年表が 9 つのブロック
に分けられています。ブロックは、①アジア（17 年表：16 カ国とそ
の他諸国）、②中東・北アフリカ（12 年表：11 カ国とその他諸国）、
③アフリカ（32 年表：31 カ国とその他諸国）、④ヨーロッパ（28 年
表：25 カ国、EU、その他旧ユーゴ諸国、その他諸国）、⑤旧ソ連（3
年表）、⑥北米（2 年表）、⑦中南米（19 年表：18 カ国とその他諸国）、
⑧オセアニア（6 年表）、⑨南北両極（2 年表）となっています。こ
こに含まれていない国々の年表も、今後作成され、インターネット

上で見られるようにしたり、改訂版に掲載されたりすることが期待
されています。
　第Ⅳ部は、トピック別年表で、以下の 8 つの年表からなってい
ます。国際機関、気候変動、オゾン層破壊とフロンガス規制、水
銀汚染、捕鯨、人口、再生可能エネルギー、原子力（核兵器と核
実験を含む）。非常に重要なトピックが取り上げられていますが、
それ以外のものも今後作成されていくでしょう。
　GWEC 刊行にご協力いただいた皆さまには、この場を借りて改
めて感謝申し上げます。各年表の作成を担当された方々には、事
務局の作業の遅れによって、作成から校正や出版までの期間が当
初の予定よりも長くなってしまい大変ご迷惑をおかけしました。日
本語から英語への翻訳と英文の校正にあたっては株式会社ビーコ
ス、有限会社ワールド翻訳サービス、リック・デーヴィス氏に大変
お世話になりました。
　私自身は 2013 年 8 月頃から GWEC のプロジェクトに関わるよ
うになり、翌 2014 年 3 月から事務局長を務めることとなりまし
た。事務局の関わった作業についても少し言及しておきたいと思
います。
　2014 年 3 月からは、編集作業委員、すいれん舎の高橋雅人氏、
そして新たに進行調整係として加わってくださった山本規雄氏（こ
とふね企画）、事務局とで作業会議を毎週開き、進行状況を確認し、
さまざまな問題について議論を重ねました。事務局のほうの作業
は、プロジェクトの代表である舩橋晴俊のもと、当研究所 RA の
小池康仁と私の 2 人が中心となり進めました。しかしながら、事
務局の至らない点が多々あり、マラソンでいうと 40km 辺りから箱
根かどこかの山に差し掛かるというような状況になり、つまり短期
間に膨大な作業を行わなければならなくなり、山本氏には大変ご
迷惑をおかけしました。また、入力作業や細々とした手作業には、
たびたびの急なお願いにもかかわらず、多くの方々が快く参加して
くださいました。以前の事務局長である星純子氏や宇田和子氏を
はじめ、ここに全員のお名前を挙げることはできませんが、事務
局の仕事にもそれまでに多くの方々が関わってきました。国際シン
ポの直前とはなってしまいましたが、GWEC が刊行されたことを改
めてご報告申し上げます。
　しかしこれでまだ終わりではありません。フォローアップ作業が
残っており、いつになるかは分かりませんが、改訂版の作成も検
討されております。フォローアップ作業に取りかかった直後に急逝
された舩橋前副所長の遺志でもありますが、今後も GWEC が多く
の方々の手によって発展していくとともに、多くの方々の環境問題
への取り組みに役立つことを願っております。
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　 再生可能エネルギー条例制定支援活動のご紹介  ―神奈川県大磯町―
北風　亮 （サステイナビリティ研究所 RA ／公共政策研究科博士後期課程）

　 環境問題関連資料収集と整理作業について
金　慶南 （サステイナビリティ研究所兼担研究員／法政大学大原社会問題研究所准教授）

　2011 年 3 月の東日本大震災および福島第一原発事故、そして
2012 年 7 月の再生可能エネルギー（以下、RE）電力の固定価格買
取制度（FIT 制度）施行という 2 つの大きな転換点を迎えた日本
では、導入量や設備認定の大半を太陽光発電が占めているものの、
個人、企業、自治体など多様なアクターが様々な形で RE 発電事
業に関わるようになった。中には地域の市民が中心となって法人
や組合を立ち上げ、発電事業に参入するケースも徐々にではあるが
増加してきている。このような動きに呼応するように各地の自治体
が RE に関する条例を策定しているが、その内容は RE が地域固有
の資源であることを謳うものから周辺環境への影響を懸念し、立
地に規制をかけるものまで地域によって様々である。当研究所の
副所長であった故・舩橋晴俊社会学部教授の地元である神奈川県
大磯町でも議員の働きかけにより RE に関する条例が策定される
運びとなり、2014 年 1 月より筆者が条例策定のアドバイザリー業
務を行うこととなった。以下では策定の背景、制定に至る経緯や
支援の内容等について紹介する。
　はじめに、ご存じない方もいると思われるので、大磯町の概要
について若干触れておく。神奈川県の中央南部に位置する大磯町
は、東西約 7.6km、南北約 4.1km のやや東西に長い形をしており、
相模湾に面する長い海岸線を有する。面積は 17.23km2、人口は
32440 人（平成 26 年 12 月 1 日現在）と県の中でも比較的小規模
ではあるが、大磯ロングビーチをはじめとする海水浴場や吉田茂、
伊藤博文といった要人の旧別荘がある場所として全国的にも有名
である。観光業以外に目立った産業はなく、周辺都市や東京・横
浜に通勤している世帯や既に退職した世帯などが多いようである。
　ちなみに町議会は 2014 年末時点で女性議員の割合が全国の地
方議会で最も高い（57.7%）という特徴を有している。また、震災
後の 2012 年 7 月には「新しい日本のエネルギー政策を早期に求め
る意見書」を議員提案で国に提出するなど、エネルギー問題への
関心は高かったと思われる。
　次に大磯町における条例策定の経緯、および支援活動について
概説する。
　町議会議員の組織である総務建設常任委員会は、2014 年に会
として取り組むテーマを RE とし、同委員会がコアグループとなっ
て RE に関する条例制定に向けて動き出すこととなった。当初の数
回は勉強会形式で議論を重ね、その後オープンな協議会を開催す
るといったスケジュールで 2014 年 1 月 9 日の第 1 回勉強会より検
討が始まった。筆者は別の自治体において RE 条例策定に関わっ
た経験があり、舩橋教授のご推薦により条例策定のアドバイザー
として議員勉強会に参加する運びとなった。アドバイザリー業務の
主な内容は、議論を円滑に進めていく上での助言、議事要旨の作
成、RE や省エネに関する資料の提供などであった。
　策定のスケジュールとしては、同委員会と議会事務局が中心と
なって骨子案をまとめ、パブリックコメントなどの各種プロセスを
経た上で、議会主導での提案が行われることとなった。9 カ月程
度での策定作業および議会承認を目指していたため、タイトなス
ケジュールとなったが、その後 1 年弱程度のスケジュールへと修正
された。
　初回の勉強会では、環境部局をはじめとする町職員が参加して
いなかったため、次回以降の参加を打診するよう助言を行った。

条例策定にあたっては実際の運用、実務にあたる行政職員の現場
感覚に基づいた考えや意見を聞くことが重要であり、条例施行後
の円滑な運用にとっても効果的であるといえよう。なお、同県鎌
倉市ではいち早く議員提案による RE 条例が施行されたが、市職
員を関与させないままに策定されたこともあってかその後しばらく
実質的な運用がなされなかったようである。このことは同委員会
の中でも周知されていたことから町職員の参画について特に異論
はなかった。ただし、大磯町の環境行政は慢性的な人手不足など
もあり、必ずしも積極的とは言えないという意見が数名の委員よ
り聞かれた。
　策定作業の次のステップとしては、全国の RE 条例を調査し、内
容を整理した上で大磯町の現状や地域特性を加味し、大磯らしさ
のある条例を模索していくこととなった。実際の議論では全国の
RE 条例を「理念型」「実務型」「町村型」の 3 種類に分類し、内
容を精査するとともに、大磯においてどういった部分を参考にすべ
きかについて、議員、行政側双方より意見を出し合った。前述の
通り、比較的短期間で条例を策定しなければならないため、海外
の先進自治体（RE 設備設置の義務化など）や長野県飯田市（地
域環境権の定義づけやファイナンス支援など）のような踏み込ん
だ施策・取り組みを組み入れた条例を作りこむ時間やリソースを確
保するのは困難であった。そのため、今回の条例は理念的なもの
を軸に検討していくことで参加者の認識が一致した。参照事例と
して滋賀県湖南市（RE 条例の先駆け）や愛知県新城市（議員の視
察先）を取り上げることが多かったが、筆者は東京都八丈町の事
例を扱うよう助言した。八丈町は理念条例のほかに詳細な規定を
明記したガイドラインを策定した事例であったことから、理念を掲
げるにとどまらず、より実効的な施策に結びつけるよう、条例制
定の次の展開を見据えて議論していくためのモデルに相応しいと
考えたからである。その後はガイドライン策定を前提として議論
が進むこととなった。

　議員、職員ともほぼ全会出席し月 1 〜 2 回のペースで勉強会を
重ねた結果、条例の骨子案がまとまり、2014 年 6 月、同町の環
境審議会委員より意見聴取を行った。続いて同町内の市民団体、
環境団体との意見交換やパブリックコメント（同年 10 月 21 日〜 11
月 19 日）を実施し、同年 12 月 16 日の議会定例会に「大磯町省
エネルギー及び再生可能エネルギー利用の推進に関する条例」と
して正式に提案され、全員一致で可決した。これにより 2015 年 4
月 1 日より施行することとなった。神奈川県における RE 関連条例
としては 3 例目となるが、本条例では、「エネルギーの地産地消」、

「地域の RE は地域のもの」、「地域で得られた利益は地域に還元」
といった理念が明確化されている。

　サステイナビリティ研究所では、2013 年 10 月から再生エネル
ギー問題、原発問題研究など五つのアプローチの一環として「環
境問題関連資料収集と整理作業」を行っている。この事業は、
五つの研究アプローチの基礎調査として、関連資料をアーカイブ
ズ化し、共有、利用することを目的として推進している。すなわ
ち、この作業は、持続可能な研究のためのインフラストラクチャー、
ハブ (Hub) 機能を構築するものである。
　特に、最近のグローバル化とインターネットの発展に対応して、
資料をデジタル化して研究者や利用者が、インターネット上で閲
覧できるシステムを構築することを目指している。
　研究は、アーカイブズ学のメタデータ管理方法と手順に基づき、
①対象となる資料の選別、整理、目録入力、デジタル化、②公
開資料の選別、検索機能の設計、共有方法の構築という方法で
進めている。
　整理の対象は、40 年間蓄積されてきた法政大学社会学部の政
策研究実習室に所蔵されている社会調査資料である。この資料
群は大きく二つに分けられる。第一は、金山ゼミ資料群である。
この資料群は故舩橋晴俊教授が金山行孝元社会学部教授から引
き継ぎ管理している「むつ小川原開発調査資料」である。第二は、
舩橋ゼミ資料群で、これは次の五つに分類される。①再生可能エ
ネルギー関連資料、②原発関連資料（福島県調査資料、第 1 期
〜第 2 期青森県調査資料）、③水俣病関連資料、④大磯住民運
動関連資料、⑤その他新幹線関連資料、調査報告書、授業資料
など。資料は合計で約 174 箱あるが、この中でアーカイブズ化の
対象を選別してデジタル化している。また、今後議論が必要な状
況ではあるが、将来的には、法政大学の環境社会学教員の所蔵
資料を対象として、引き続きアーカイブズ化を推進することを検
討すべきである。
　環境社会学におけるアーカイブズとは、人間に影響を与える環
境に関する資料を収集、分析、そして解釈したもので、研究資料
を整理、保存するだけでなく、研究の信頼性 (reliability) と妥当
性 (validity) を測るプロセスを確立することが求められる。それと
ともに、30 年、60 年後の世代交代 (alternation of generations)
を想定した長期的な研究の基盤となる必要もある。 
　諸外国では持続可能性がある研究のために「データアーカイブ
ズ」というものが設置されており、アメリカの ICPSR (Inter-university 
Consortium for Political and Social Research)、ドイツのZA (Zentral 
Archiv)、イギリスの SSRC (Social Science Research Council) 等が
代表的な社会学のアーカイブズとして挙げられる。
　 日 本 で は 東 京 大 学 の SSJDA (Social Science Japan Data 
Archive)、札幌学院大学の SORD (Social and Opinion Research 
Database Project) 等のデータアーカイブズが設置されている。
　すでに、法政大学旧サステイナビリティ研究教育機構（2009 年
8 月〜 2013 年 3 月まで存続）では、3・11 東日本大震災が起きて
以降、原発問題の重要性に注目し、関連資料をアーカイブズ化し
た。手順としては、アーカイブズ化チーム（研究代表：金慶南准教授）
が研究チームと相談して資料を収集、整理、デジタル化し、グー
グルのクラウドにデータを乗せると、研究チーム（代表：舩橋教
授）約 30 人がそのデータをダウンロードし、年表作成に参照した。
その結果、2014 年度に「原子力総合年表」「世界総合環境年表」

英語版が出版された。その資料は当時の「環境アーカイブズ資料
公開室」に保存されている。（2013 年 4 月から、旧サス研の閉鎖
によって、「環境アーカイブズ資料公開室」は大原社会問題研究
所に統合されて「環境アーカイブズ」に名称が変わった）
　このように、先例を学びながら、アーカイブズ化チームは環境
社会学、延いては社会学の研究利用を極めて注目、検討し、資
料のアーカイブズ化を推進しようとしている。取り組みは、故舩
橋教授を中心に金慶南准教授（本研究所の兼担研究員・現在大
原社会問題研究所所属）、RA（1 名）、臨時職員（9 名）が担当し
ている。
　昨年 8 月に本チームを主導した舩橋教授が亡くなった後は、金
准教授が引き継ぎ、過渡期な体制でアーカイブズ化の対象を選別
するため概要調査を行った。来年度以降の作業については、新し
い体制のもとでの取り組みが必要な状況にある。

＊謝辞
環境デジタルアーカイブズの構築は、故舩橋先生が生前に最も注力した事
業である。そのお蔭で社会学部の貴重なデータが散逸することは防がれた。
今後も、先生の意志が受け継がれていくことが望ましい。舩橋先生のご冥
福をお祈りいたします。また、この資料整理作業に参加した白種仁さんと 9
人の社会学部の学生さんにもお礼を申し上げます。

2013 年   7 月 議会改革に向け検討事項設定

2013 年   8 月 RE 導入条例を調査研究テーマとする

〜 条例骨子案の作成に向けた取り組み
（研修会 1 回、勉強会 11 回、視察研修 1 回、協議会 3 回）

2014 年   5 月 議会報告会

2014 年   6 月 関係団体意見交換

2014 年 10 月 条例素案意見募集（パブリックコメント）

2014 年 12 月 議会定例会にて可決（2015 年 4 月 1 日施行予定）

政策実習室の資料状態
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外　ぼ　り

 学術誌『サステイナビリティ研究』のご紹介

 2015 年度サス研アプローチの研究計画と作業課題

　『サステイナビリティ研究』は、サステイナビリティ研究教育機構
（2009 年 8 月〜 2013 年 3 月）の定期学術刊行物として、2010 年 8

月に創刊されました。2013 年度からサステイナビリティ研究所に発
行機関を移行し、第 4 号まで発行されています。
　本誌は、文理統合と学際性を追求しながら研究成果を江湖に問う
とともに、本学が志向する「開かれた大学」を具現化する方法の一
つとして、市民社会や地域実践との対話を重んじながら、学問的・
政策的議論を深める場の構築を目的としてきました。特集論文と投
稿論文の 2 部構成となっており、投稿論文は毎年 9 月末を締切とし
て公募しております。
　 既 刊 号 は、 本 研 究 所 ホームペー ジ（http://www.sustenaken.
hosei.ac.jp/issn2185-260x/）にてご覧いただけます。また、一部の
論文は法政大学学術機関リポジトリでも公開しております（http://
repo.lib.hosei.ac.jp/handle/10114/5881）。

　これまで第 3 号・第 4 号において、東日本大震災および福島第
一原子力発電所事故に関連した特集を継続的に企画してきました。
2015 年 3 月刊行予定の『サステイナビリティ研究』第 5 号は、この
問題を引き継いで、2 つの異なる視点から震災・原発事故をさらに
深く分析する予定です。特集 1 では「原子力災害の復興における “ 持
続可能性 ” を問う」と題して、原発事故から 4 年が経過したいま、
復興を問い直し、持続可能な復興のあり方を展望するべく、避難の
現実、賠償問題、除染と農業再生、被災地再生政策について 4 本
の論文で論じます。特集 2 の「震災、原発事故とメディア」は、5 本
の論文により、メディア環境に立ち現れた震災・原発事故がどのよ
うな記録であったのか、そしてそれが未来にどのように接続される
のかを、批判的に考察します。
　サステイナビリティ研究の最先端の成果を凝縮した本誌を、ぜひ
ご一読ください。

アプローチ名 担当教員 代表者 作業課題

①

(1) 年表 堀川

堀川

 ・両年表正誤表作成・公開
 ・図説『原子力総合年表』作成

(2) 環境デジタル・アーカイブス 新兼担研究員（予定）
 ・環境アーカイブス
 ・社会学資料アーカイブス
 ・新聞スクラップ

(3) 放送アーカイブス 小林  ・放送アーカイブス

② 原発事故被災地再生
アプローチ 長谷部 長谷部  ・原発事故被災地再生研究会（新）

③ 諸外国のエネルギー転換 壽福 壽福  ・『持続可能なエネルギー政策―ドイツと日本』の出版
 ・ドイツ現地調査

④ 再生可能エネルギー
事業化推進

壽福
新専任研究員（予定） 壽福

☆法政大学メガ・ソーラー・プロジェクト
 ・再生可能エネルギー導入による地域社会
　再生研究会（新）
☆再生可能エネルギー事業化支援研究会

⑤ 事業化支援 壽福 壽福  ・大磯プロジェクトほか
Asia Climate Change Education 
Center との国際ワークショップ 新専任研究員（予定） 壽福  ・「気候変動と代替エネルギーに関する国際

   ワークショップ」（共催、開催地：韓国）

共通① 編集委員会 長谷部 長谷部  ・サステイナビリティ研究第 6 号発行
 ・ニュースレター第 7 号発行

共通② 2013 年度活動報告書 壽福


